
議案第３０号 

 

山陽小野田市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について 

山陽小野田市職員定数条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

平成２８年２月２２日提出 

 

山陽小野田市長 白 井 博 文 

 

山陽小野田市職員定数条例の一部を改正する条例 

山陽小野田市職員定数条例（平成１７年山陽小野田市条例第３４号）の一部

を次のように改正する。 

第２条第８号中「２人」を「３人」に改める。 

附 則 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 



 

 

議案第３０号 参考資料 

山陽小野田市職員定数条例新旧対照表 

改 正 後 改 正 前 

（職員の定数） 

第２条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。 

(1)～(7) （略） 

(8) 農業委員会の事務部局の職員 ３人 

(9) （略） 

 

 （職員の定数） 

第２条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。 

(1)～(7) （略） 

(8) 農業委員会の事務部局の職員 ２人 

(9) （略） 

 

 

 


